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議会改革特別委員会活動経過報告書 

  

 

議会改革特別委員会の活動経過について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 活動年月日 

（１）平成２８年３月 １日  所管事項調査 

（２）平成２８年５月１３日  所管事項調査 

（３）平成２８年５月１８日  正副委員長互選 

 

２ 活動経過  

（１）平成２８年３月１日 

① 議会基本条例について 

12月７日、12月 10日、1月 12日及び 1月 28日に開催した議会基本条例に関する

部会において検討を行った、条例の前文、「第１章 総則」の目的、基本理念、最高

規範性、「第２章 議会及び議員」の議論経過を、委員長から報告した。 

部会の報告を受け、前文、目的、基本理念、最高規範性については、各会派からの

案文を元に議論を重ねた結果、前文では時代認識や基本条例をつくる必要性を記載し、

目的では「区民の期待に応えていく」という意味合いの究極の目的と「そのために何

を行うのか」というストレートの目的を記載していくことを決定した。最高規範性に

ついては、表現を「条例の位置付け」というようなわかりやすいものとし、条例全体

のバランスを見ながら検討していくこととした。 

「第２章 議会及び議員」については、「区議会とは」と「（仮）議会の活動原則」

の２つの条で構成することとし、合意形成のうえ議決を行う機関であること、区政の

チェック機能、情報公開や区民参加の開かれた議会、政治倫理的な内容等を記載する、

という方向性を決定した。 

文章表現については、わかりやすいものを目指す一方で、条例にふさわしい表現、



 

言葉の使用を検討していく必要があることを確認した。 

 

② 議会のＩＣＴ化について 

 前回の委員会での意見を受け、タブレット端末導入に関する検討部会の設置につい

て、議会運営委員会委員長宛てに要望書を提出することを決定した。 

 その後、部会の位置付け等について意見があったが、議会運営委員会の中で、位置

付け、目的、メンバー構成を決定してもらうことを確認した。 

 

 以上のとおり、２件の調査・検討を行いました。 

 

（２）平成２８年５月１３日 

① 議会基本条例について 

 3月 23日、3月 30日、4月 19日及び 4月 27日に開催した議会基本条例に関する部

会において検討を行った、「第３章 区民と議会」、「第４章 行政と議会」、「第５章 会

議」、「第６章 議会の体制」の議論経過を、委員長から報告した。 

 第３章については、「議会を知る」、「議会を見る」、「議会に言う」の３点を柱にする

こと、第４章については、行政と議会の関係、議決項目、行政に対する権限を柱にす

ること、第５章については、定例会・臨時会、本会議、委員会の機能と、議会及び議

員に求められる役割を記載すること、第６章については、議員定数、議員報酬の記載

は引き続き検討を行うこととし、政務活動費、議会事務局、議会の施設（本会議場、

委員会室、図書室等）を記載することを決定した。 

 また、これまでの部会での検討結果報告書を配付し、次期委員会に引き継いでいく

ことを確認した。 

 

② 議会のＩＣＴ化について 

 議会運営委員会委員長に要望を行っていた部会の設置について、区議会事務局次長

から結果報告を受け、ＩＣＴに詳しい議員で構成する「議会におけるＩＣＴの活用検

討会」が議長のもとに設置されることを確認した。 

 その後、当委員会においてもＩＣＴの運用について協議をしていく必要があるとの

意見があり、次期委員会に申し送りすることを確認した。 

 

 以上のとおり、２件の調査・検討を行いました。 

 

（３）平成２８年５月１８日 

正副委員長の互選を行い、その結果、委員長には富本 卓委員、副委員長には上保 

まさたけ委員がそれぞれ選出された。 

 

以上 


